
社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 一般事業主行動計画 

（女性活躍推進法） 

 

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい雇用環境整備を図るため、 

次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 平成２６年４月１日～平成３３年３月３１日までの ５年間 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成２８年 ７月～ 社員の具体的なニーズ調査、母性健康管理についての情報収集 

●平成２８年１２月～ 制度を職員に周知 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成２９年 ４月～ 相談窓口の設置について検討 

 ●平成２９年１０月～ 相談窓口の設置 

 ●平成２９年１２月～ 相談窓口の設置について職員への周知 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成２８年 ６月～ ヒヤリング等の実施 

●平成２８年１２月～ 育成プログラムの検討 

 ●平成２９年１２月～ 育成プログラムの決定 

 ●平成３０年 ４月～ 管理職育成の取り組み 

  

 

     【女性の職業選択に資する情報公表】（女性活躍推進法第１６条） 

    ＜評価・登用＞                     H30.4.1 現在 

 ・係長級にある者に占める女性労働者の割合   ５７．１％ 

    ・管理職に占める女性労働者の割合       ５０．０％ 

    ・役員に占める女性の割合           １５．４％ 

目標１：妊娠中の女性社員の母性健康管理についてのパンフレットを作成して社員

に配布し、制度の周知を図る。 

 

目標３：管理職育成を目的とした人材育成を実施し、管理職に占める女性の割合を

６０％にする。 

 

目標２：妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を設置する。 


